
徳
島
県
規
則
第
四
十
一
号

道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

道
路
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
道
路
法
施
行
条
例
」
を
「
条
例
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
施
設
）

第
八
条

条
例
別
表
令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
県
道
徳
島
環
状

線
の
高
架
下
活
用
計
画
に
よ
り
広
場
の
用
途
に
供
さ
れ
る
施
設
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


